
万感

KOUHOU MIBU

どこかなつかしくほのぼのと感じられた

　　羽生田地区のどんど焼き（関連記事16頁）
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●市町村合併特集

　宇都宮地域との合併協議会設置の

　直接請求手続き結果について

●国保・健康だより

●引っ越しの時の各種届出

●タクシー券の利用方法が変わります

●交通員の助成制度が始まります
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市町村合併特集

馴t都喬捨域姐政自漑協議会設置循
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　去る平成15年10月21日、市町村の合併の特例に関する法律に基づき、宇都宮地域

（宇都宮市、上三川町、上河内町、河内町及び高根沢町）との合併協議会の設置を

求める請求書が、請求代表者６名の方から、町選挙管理委員会の審査を経た署名簿

を添えて、町長に提出されました。

　町では、これを受け法律に基づき手続きを執リましたところ、宇都宮市長他４町

の首長はいずれも合併協議会の設置について「議会に付議しない」との回答があり、

１月22日にその旨を、宇都宮市長他４町の首長及び請求代表者の方への通知、公表、

並びに栃木県知事への報告をして、一連の手続きを終了しました。

　ここに、合併協議会設置の請求から手続き終了までを、一連の手続きに沿ってご

報告いたします。

合併協議会設置の直接請求手続きの流れ

　　合併協議会設置のための署名収集（請求代表者及び署名収集委任者により）

○収集期間　９月２日から10月１日

○署名者数　有権者数（31､873人）の50分の１以上（638人）の署名者数になったとき

　　　　　には、選挙管理委員会に提出。

○署名活動の結果、6､648人の署名を収集

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ

　　　　　　　　　署名簿を壬生町選挙管理委員会に提出

○選挙管理委員会で署名簿を審査の結果、有効署名6､160人、無効署名488人と決定

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ

　＼　　　　　　　　　　　署名簿を請求代表者に返付

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ

　　　　　　請求代表者は、町長に署名簿を添付して、合併協議会設置を請求

１市４町の首長に意見照会　　　　　　

Ｉ

　町長は１市４町の首長に合併協議会設置について、議会に付議するか否かの意見照会

　○壬生町長から１市４町の首長宛に平成15年10月24日意見照会

　○１市４町の首長は、意見を求められた翌日から90日以内に回答



１市４町の首長いずれも「議会に付議しない」の回答

宇都宮市長
上月14日、「本市議会に付議しない］の回答。（宇都宮市、上三川町、

上河内町及び河内町で法定協議会の設置を目指しているため｡）

上三川町長
１月15日、「本町議会に付議しない」の回答。（宇都宮市、上三川町、

上河内町及び河内町で法定協議会の設置を目指しているため｡）

上河内町長
１月７目、「本町議会に付議しない」の回答。（宇都宮市、上三川町、

上河内町及び河内町で法定協議会の設置を目指しているため｡）

河内町長
１月15日、「本町議会に付議しない」の回答。（宇都宮市、上三川町、

上河内町及び河内町で法定協議会の設置を目指しているため｡）

高根沢町長

１月16日、「本町議会に付議しない」の回答。（宇都宮市、上三川町、

上河内町、河内町及び高根沢町による法定協議会の設置に関する提

案が否決されたため｡）

回答結果の通知、公表及び報告　　　　
Ｉ

　　全ての合併対象市町長（１市４町の首長）から回答を受理したため、１月22日に通知

　　　　　　　（１市４町の首長及び請求代表者宛）、公表及び報告（知事宛）

手続き終了　　　　　　　　　　　　
Ｉ

　　　　宇都宮地域（宇都宮市、上三川町、上河内町、河内町及び高根沢町）との

　　　　　　　　　　　合併協議会の設置は成立せず手続き終了

○合併対象市町長（１市４町の首長）の回答で、議会に付議しないという回答が１つでもあ

　る場合は手続き終了
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･::……:｀゛･市町村合併問題についてご意見をお寄せくださいj=

　市町村合併問題については、昨年市町村合併特集「みんなで考えよう市町村合併ロ」と題

して、清水町長の合併問題での町定例議会の答弁概要を掲載いたしましたが、今後ともこの

合併問題に問しては「壬生町の未来につながるまちづくり」ということで、住民の皆様のご

意見等をお寄せいただきたいと思います。

　ちなみに最近合併した東京都Ｎ市でのアンケート調査では、合併に満足は24‰不満が2

7‰　どちらともいえない49％でした。また、合併後、市は良くなったと思うから肯定がＨ

％に対して否定が43％に達し、さらに合併に至るまでの説明はあまり納得できず、もしく

はしないまま合併したが44％に対して、納得ずくは25％にとどまったという結果がでていま

す。壬生町としても住民の方に色々と情報を提供し、皆様のご意見をいただき、将来の壬生

町の方向付けの判断材料として参りたいと考えておりますので、ご理解を願いたいと思いま

す。

【市町村合併担当窓口】

　　　町総務部総務課 昔８１－１８０６

〒３２１－０２９２　壬生町通町12番22号

メールアドレス　　mibu＠t-cnet.　0r.　jp
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お医者さんのかかり方を見直しましょう

　注射や投薬、検査、処置などをやり直すため、医療費のムダ使いになるだけでなく

からだにとっても危険です。
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急患の場合は別として、
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時間外は加算料金がつくし、お医者さんの負担にもなりま

す。

ゲがりつすΞを持ちましょう

　病歴や体質などを把握してくれているので、治療効果も上がります。

百千言汗を受けましょう

　病気の早期発見、早期治療を心がけましょう。

　生活習慣を見直すきっかけにもなります。

こ　千言かで宍Å欲しがるのは、やめましょう＿　　匹Fｺｰ-=ご'_乙←ごｰ--Jt

　　　　　医療費のムダ使いです。

ズ　不万言懸回付きちんと聞きましょう

　　　お医者さんを信頼し、指示を守りましょう。

　かかりつけ医を決めておくと、いざというときに安心です

　かかりつけ医は、専門医や大病院への紹介もしてくれますので、病気のときだけでなく健

康管理全般のアドバイザーになってもらえます。

こんなときは14日以内に届出を！

世帯内に異動があったとき、

　　　　　　　　こんなとき
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世帯主は14日以内に届け出をしてください。

　　　　　　　　　　　　　　届け出に必要なもの

他の市区町村から転入してきたとき

職場の健康保険をやめたとき

からはずれたとき

子どもが生まれたとき

生活保護を受けなくなったとき

外国籍の万が加入するとき

他の市区町村に転出するとき

職場の健康保険に加入したとき

職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保の被保険者が死亡したとき

生活保護を受けるようになったとき

外国籍の方がやめるとき

退職者医療制度の対象となったとき

同じ市区町村内で住所が変わったとき

世帯主や氏名が変わったとき

世帯が分かれたり､いっしよになったとき

出稼ぎや､長期の旅行に行＜とき

修学のため､別に住所を定めるとき

保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)

他の市区町村の転出証明書

職場の健康保険をやめた証明書

被扶養者でない理由の証明書

保険証､母子健康手帳

保護廃止決定通知書

外国人登録証明書

　保険証

㎜㎜㎜㎜　　　　　　　　㎜㎜㎜㎜㎜㎜　国保と職場の健康保険の両方の保険証
　(後者が未交付の場合は加入したことを証
　明するもの)

　保険証、死亡を証明するもの

保険証、保護開始決定通知書

保険証、外国人登録証明書

保険証、年金証書

保険証

保険証、在学証明書

身分を証明するもの(使えなくなった保険証など)
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